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宮崎県地方史研究連絡協議会会則

（会の名称）
第１条 この会は、宮崎県地方史研究連絡協議会（宮史連）と称し、事務局を

宮崎県立図書館内に置く。

（目 的）
第２条 この会は、地方史研究に関わる機関、団体及び個人の相互連携を図

り、研究成果の交流並びに史・資料及び情報の交換につとめ、宮崎県を中心
とする地方史研究の推進を目的とする。

（事 業）
第３条 この会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。

１ 機関誌の発行
２ 研究協議会・研究発表会の開催
３ 講習会・展示会等の開催
４ 県内史・資料の収集あっせん
５ その他、この会の目的達成に必要な事業

（会 員）
第４条 この会は、宮崎県の地方史研究に関わる機関・団体及び個人でこの

会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
ただし、会費２年以上未納の場合は、会員の資格をなくす。

（役 員）
第５条

１ この会に、次の役員を置く
(1) 会 長 １名
(2) 副会長 ３名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 ２名

２ 会長及び副会長は、理事の互選による。
３ 任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、前任者の任期の途中で選任

された役員の任期は前任者の残任期間とする。
なお、やむを得ない事情（自然災害や感染症の流行など）により理事会や総会の開

催が困難な場合は、役員の任期を３年に伸ばすことができる。

（顧 問）
第６条

１ この会に顧問を置くことができる。
２ 顧問は理事会の推薦に基づき会長が委嘱し、重要な会務について会長

の諮問に応じる。
３ 任期は２年とし、再任を妨げない。

（理事及び監事の選出）
第７条

１ 理事は、県内４地区（県北、県中、県西、県南）ごとに選ばれた機関・
団体の代表者及び理事会の推薦による個人会員を代表するものとする。

２ 監事は理事会の推薦によるものとする。

（役員の任務）
第８条

１ 会長は会を代表し、会務を総理する。
２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
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３ 理事は理事会を組織し、重要な会務を審議・執行する。
４ 監事は会務及び会計の監査にあたる。
（会 議）

第９条
１ 総会は、機関・団体の代表者及び個人会員を代表する理事によって構成

する。
２ 総会は、年１回会長が招集する。
３ 総会は、役員選出、会則の改正、収支予算、決算、事業計画、その他重

要事項を審議し決定する。
４ 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
５ すべての会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。
６ すべての会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき

は会長の決するところによる。

（経 費）
第10条 この会の運営に要する経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあ

てる。

（会 費）
第11条 この会の会費は次のとおりとする。

１ ３０名以下の機関・団体 年額 ４，０００円
２ ３１名以上５１名未満の機関・団体 年額 ４，５００円
３ ５１名以上の機関・団体 年額 ５，０００円
４ 個人 年額 １，５００円

（会計年度）
第12条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。

（事務局）
第13条

１ この会に事務局を置く。
２ 事務局は会長の総括のもとに事務を処理する。
３ 事務局に事務局長及び書記を置く。
４ 事務局の職員は会長が委嘱する。

（委 任）
第14条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、理事会

において定める。

附 則
この会則は、昭和４８年１１月１０日から施行する。

附 則
この会則は、平成２年４月１日から施行する。

附 則
この会則は、平成１３年７月１８日から施行する。

附 則
この会則は、平成１８年６月６日から施行する。

附 則
この会則は、令和２年７月１８日から施行する。

附 則
この会則は、令和３年９月２２日から施行する。


